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監査対象別監査結果
――京都府下水道公社――

Ⅰ．京都府下水道公社の監査実施概要
１．選定の理由
財団法人京都府下水道公社（以下、下水道公社という。）は、昭和54年６月、流域下水道の運転管理業務の委託、そ
の他京都府または市町村が実施する下水道事業と協力し、府民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与するこ
とを目的として設立されたものである。設立から四半世紀の間、下水道公社は、京都府における下水道事業の運転管理
の担い手として、重要な役割を果たしてきた。
ところで、周知のように、平成15年、地方自治法の一部が改正され、指定管理者制度の導入が決定された。京都府に
おいては、多数の外郭団体が上記の地方自治法一部改正の影響を受けるのであるが、下水道公社もその一つである。３
年経過措置が設けられているものの、改正地方自治法に対応するための措置を早急に検討し講ずる必要がある。
下水道公社についてみれば、その設立された当時とは違い、最近の水道管理分野（上水道、下水道分野）においては、
積極的な経営と利用者へのより質の高いサービスをおこなう民間企業が誕生してきている。このような状況のなか、
「民間でできることは民間に委ねる」という政府方針のもと、さらには、地方分権の進展状況のもとで、地方自治体の
自主性を重んじ、下水道事業の管理運営を委託する先について、経営の効率化や地域の実情に応じて、民間企業も含め
た自由な選択を可能にしたものである。
このような状況のもとで、京都府は下水道事業の経営委託についての見直しを行い、民間企業と比較検討した上で、
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そのいずれかを選択することが必要な時期にきているといえる。したがって、この下水道公社に関し、下水道事業の管

理運営が、適切かつ効率的になされているのかについてさまざまな角度から検証し、あわせて、京都府における下水道

事業の管理運営の担い手としての役割を十分に果たしているといえるのか、また今後も果たしていくことができるのか

について検討することは火急の課題である。

そこで、下水道公社が京都府から委託を受けて管理運営を行っている下水道公社を監査の対象とし、その経営内容等

を分析することにより、京都府の下水道公社への関与の妥当性を検証し、さらに下水道公社に委託する必要性について

も視野に入れつつ、監査を行うことは意義あることと考える。

２．実施した監査手続の概要

下水道公社の平成14年度の決算関係書類や事業概要報告書を中心に、収支計算書、関係帳票及び証憑書類を照合し、

関係者に質問を実施し、一連の処理が所定の法令等に従い適正に処理されているかを検証した。また、現地視察を行い、

関係者からの事情聴取、文書による回答や資料を入手し、その他関連資料等の閲覧・分析・比較検討を実施した。あわ

せて、下水道公社と同種の他施設の調査分析、関係者への質問及び資料収集も実施した。

監査手続は特定取引等の抽出に基づく試査により検証し、一部会計帳簿につき、通査、証憑突合の監査手続を実施し

た。また、下水道事業を中心とした施設の各種データを検討するとともに、数値化できない業務内容をも考慮しつつ制

度その他の面からも問題点と課題の把握に努めた。

Ⅱ．財団法人京都府下水道公社の概要

下水道公社の概要は、つぎのとおりである。

１．沿革

下水道公社の主たる沿革は、つぎのとおりである。

昭和54年６月 下水道公社設立登記

昭和54年10月 桂川右岸流域下水道 供用開始

昭和60年４月 木津川流域下水道 開設準備業務受託

昭和61年３月 木津川流域下水道 供用開始

平成３年４月 宮津湾流域下水道 開設準備業務受託

平成５年３月 宮津湾流域下水道 供用開始

平成10年６月 桂川中流流域下水道 開設準備業務受託

木津川上流流域下水道 開設準備業務受託

平成11年３月 桂川中流流域下水道 供用開始

平成11年11月 木津川上流流域下水道 供用開始

２．下水道公社の概要
�１ 法人格

民法第34条に基づく財団法人
�２ 事務所所在地

京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口１番地
�３ 事業所所在地

下水道公社はつぎの五つの浄化センターを運転管理している。

① 洛西浄化センター

（桂川右岸流域下水道）

京都府長岡京市勝竜寺

樋ノ口１番地
※ なお、本報告書においては、洛西浄化セ

ンター、あるいは、桂川右岸・洛西浄化セ

ンターと記載している。

② 洛南浄化センター

（木津川流域下水道）

京都府八幡市八幡焼木１番地
※ なお、本報告書においては、洛南浄化セ

ンター、あるいは、木津川・洛南浄化セン

ターと記載している。
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③ 宮津湾浄化センター

（宮津湾流域下水道）

京都府宮津市字獅子10番地

※ なお、本報告書においては、宮津湾浄化

センター、あるいは、宮津湾・宮津湾浄化

センターと記載している。

④ 南丹浄化センター

（桂川中流流域下水道）

京都府船井郡八木町大字

山室小字南里18番の２

※ なお、本報告書においては、南丹浄化セ

ンター、あるいは、桂川中流・南丹浄化セ

ンターと記載している。

⑤ 木津川上流浄化センター

（木津川上流流域下水道）

京都府相楽郡精華町

大字下狛小字椋ノ木97番地

※ なお、本報告書においては、木津川上流

浄化センター、あるいは、木津川上流・木

津川上流浄化センターと記載している。

�４ 事業目的

下水道公社の事業目的は、つぎの８つとされている。

① 流域下水道の運転管理業務等の受託

② 公共下水道の運転管理業務等の受託

③ 公共団体または公共的団体が実施する下水道事業に対する協力助言

④ 下水道に係る水質分析業務等の受託

⑤ 下水道技術の調査研究

⑥ 下水道技術者の養成

⑦ 府民に対する下水道知識の普及啓発

⑧ その他公社の設立目的を達成するために必要な事業

�５ 基本財産

下水道公社の基本財産は52,020千円である。出資状況はつぎのとおりである。

�６ 役員の状況

平成15年４月現在の下水道公社の役員の状況は、つぎのとおりである。
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�７ 事務局の組織および職員配置

下水道公社における事務局の組織および職員配置は、平成15年４月現在、つぎのとおりである。
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以上のとおりである。
�８ 所掌事務

下水道公社の所掌事務は、つぎのとおりとされている。

総務課

① 理事会、規程の制定改廃および関係機関との連絡調整に関すること。

② 予算、決算および資産の管理に関すること。

③ 職員の人事、給与および福利厚生に関すること。

管理課

① 公社の事業計画、事業報告に関すること。

② 幹線管渠の保守管理に関すること。

③ 下水道知識の普及および啓発に関すること。

④ 各種統計資料、入札等各センターの調整に関すること。

⑤ 水質関係の企画及び調整に関すること。

⑥ 水質試験（精密試験）に関すること。
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⑦ 高度処理技術の調査、研究に関すること。

⑧ 流域関連市町の指導（水質関係）に関すること。

各浄化センター

① 京都府から受託する、流域下水道終末処理場の施設保守管理および運転操作に関すること。

② 長岡京市アメニティ下水道施設の運転管理業務等に関すること。（洛西浄化センターのみ）

③ 水質分析に関すること。

④ 施設見学者の案内に関すること。
�９ 流域下水道の概要

下水道公社における流域下水道の概要はつぎのとおりである。


